
職発 1205 第２号 

  平成 28年 12月 5日 

 

各都道府県労働局長 殿 

 

厚生労働省職業安定局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

雇用安定事業の実施について 

 

 

日頃より雇用安定事業の実施にご尽力いただき感謝申し上げる。 

今般、特定求職者雇用開発助成金及び生涯現役起業支援助成金について下記のとおり支給

要領を改正することとするので、その実施に遺漏なきを記されたい。 

なお、本件については、本日付け職発 1205 第２号により独立行政法人高齢・障害・求職者

雇用支援機構理事長あて併せて通知したことを申し添える。 

 

記 

 

 

１ 特定求職者雇用開発助成金の一部改正 

（1） 離職割合要件について 

特定求職者雇用開発助成金(1)特定就職困難者雇用開発助成金要領 0201 支給対象事

業主 (ニ) に定める離職割合の要件について、雇入れに係る事業所が障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９

号）第６条の１０に規定する就労継続支援Ａ型の事業を実施する事業所であって、対象

労働者を平成２９年５月１日以降に雇い入れる場合においては、「５０％」とあるのは

「２５％」と読み替えることとする。 

（2） 特定求職者雇用開発助成金(2)高年齢者雇用開発特別奨励金及び(3)被災者雇用開発

助成金についても同様に改正する。 

 

２ 生涯現役起業支援助成金の一部改正 

(1) 事業継続性の確認方法の変更について 

事業主から提出された「雇用創出措置に係る計画書」を認定する際に行う事業継続性

の有無の確認（※）について、現行では、市区町村の特定創業支援事業の支援を受けて

いることのみをもって確認しているが、これについて、以下のイ～ニのうちいずれか２

つ以上に該当する場合に事業継続性を確認することとする。 

イ 起業者が、国、地方公共団体、独立行政法人、金融機関又は認定経営革新等支援機



関が直接、又は第三者に委託して実施する創業支援を受けていること。 

ロ 起業者自身が当該事業分野において通算 10年以上の職務経験を有していること。 

ハ 起業に当たって金融機関の融資を受けていること。 

ニ 法人又は個人事業主の総資産額が 1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を

引いた残額の総資産額に占める割合が 40 パーセント以上あること。 

 

※ 「事業継続性の有無の確認」とは、起業者が雇い入れた労働者の就業又は雇用の安

定に資するよう、当該事業が将来にわたって安定的に継続しうるものであるかどうか

を確認すること。 

 

(2) 助成対象経費の上限額について 

助成対象経費の上限額について、下表のとおり改正することとする。 

助成対象経費 
上限額 

現行 改正後 

民間有料職業紹介事業の利用料 45万円 95万円（＋50万円） 

求人情報誌、求人情報サイトへの掲載費用 22万円 
75万円（＋８万円） 

募集・採用パンフレット等の作成費用 45万円 

就職説明会の実施等に係る費用 70万円 35万円（－35万円） 

就業規則の策定、職業適性検査の実施その他の

支給対象事業主に雇用される労働者の雇用管
理の改善の取組に要した費用 

53万円 40万円（－12万円） 

対象労働者に対し、その者が従事する職務に必
要な知識又は技能を習得させるための研修及

び講習等に要した費用 

16万円 10万円（－６万円） 

対象労働者が移転した際、支給対象事業主が負
担した場合の費用 

29万円 30万円（±０万円） 

対象労働者が求職活動を行っていた間の経費
について、支給対象事業主が負担した場合の費

用 

20万円 15万円（－５万円） 

合  計 300万円 300万円（±０） 

 

３ 改正後の支給要領及び様式について 

上記１及び２による改正後の支給要領及び様式については、それぞれ以下の別添のとお

りである。 

【別添１】雇用関係助成金支給要領第２の４「(1)特定就職困難者雇用開発助成金」、「(2)

高年齢者雇用開発特別奨励金」「(3)被災者雇用開発助成金」 

【別添２】雇用関係助成金支給要領第２の 12「生涯現役起業支援助成金」 

【別添３】生涯現役起業支援助成金関係様式 

 

以上 
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４ 特定求職者雇用開発助成金 

(1) 特定就職困難者雇用開発助成金 

雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号。以下「雇保法」という。）第６２条第１項第３号及び第６号

並びに雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号。以下「雇保則」という。）第１０９条及び第１

１０条の規定に基づく特定求職者雇用開発助成金のうち特定就職困難者雇用開発助成金並びに雇用対策法

（昭和４１年法律第１３２号。以下「雇対法」という。）第１８条第６号、雇用対策法施行令（昭和４１

年政令第２６２号。以下「雇対令」という。）第２条第２号及び雇用対策法施行規則（昭和４１年労働省

令第２３号。以下「雇対則」という。）第６条の２に基づく特定求職者雇用開発助成金（以下いずれも「特

困金」という。）の支給については、「第１ 共通要領」に定めるもののほか、この要領の定めるところ

によるものとする。 

 

0100 趣旨 

0101 趣旨 

 

0200 支給要件 

0201 支給対象事業主 

0202 対象労働者 

0203 支給対象期 

0204 助成対象期間 

0205 不支給要件 

0206 併給調整 

0207 一部法人に対する不支給 

 

0300 支給額 

0301 支給額の算定方法 

0302 助成対象期間が支給対象期の途中で終了

する場合 

0303 支給対象期の途中で対象労働者の区分等

が変更された場合 

 

0400 雇入登録 

 0400a 安定所の紹介により雇い入れられた対象

労働者の雇入登録 

 0401a 対象労働者の雇入登録 

 0402a  対象労働者であることの確認 

 0403a 就職促進手当等の対象者であるか否か

等の確認 

  0404a 管轄労働局への通知 

 

0400b 運輸局の紹介により雇い入れられた対象 

労働者の雇入登録 

0401b 対象労働者の職業紹介時の留意点 

0402b 対象労働者の雇入登録 

0403b 紹介地管轄労働局における対象労働者で

あることの確認 

0404b 紹介地管轄労働局から管轄労働局への通

知 

 

0400c 対象労働者雇入登録届の提出 

0401c 概要 

0402c 対象労働者の範囲 

0403c 雇入登録届の提出 

0404c 対象労働者が紹介により雇い入れられた

こと等の確認 

0405c 雇入登録及び管轄労働局への通知 

 

0500 制度周知文・非該当案内の送付 

0501 概要 

0502 支給対象事業主の把握 

0503 支給対象事業主であるか否か及び支給要

件の確認 

0504 制度周知文・非該当案内の送付及び支給申

請書の交付 

0505 支給申請期間及び支給申請手続の案内 

0506 制度周知文及び非該当案内送付事業所の

把握等 

0507 第２期、第３期、第４期、第５期又は第６

期の支給申請期間の周知 
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0600 支給申請 

0601 支給申請書の提出 

0602 添付書類等 

 

0700 支給要件の確認 

0701 概要 

0702 対象事業主に該当することの確認 

0703 不支給要件に該当しないことの確認 

0704 支給額の算定に係る事項等の確認 

0705 システムへの入力 

 

0800 支給決定 

0801 概要 

0802 支給額の算定 

0803 支給決定に係る事務処理 

0804 特困金の経理 

 

0900 返還 

0901 返還 

 

1000 確認請求 

1001 離職割合要件の確認に係る事業主からの

照会手続 

 

1100 雑則 

1101 財源区分 

 

1200 委任 

1201 安定所長への業務の委任 

 

1300 附則 

 1301 施行期日 

 1302 経過措置 
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0100 趣旨 

0101 趣旨 

高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者の雇用機会の増大を図るため、これらの者を公共職業

安定所（以下「安定所」という。）若しくは地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通

大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。（以下

「運輸局」という。））又は特定地方公共団体若しくは有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員

職業紹介事業者（以下「有料・無料職業紹介事業者等」という。）の紹介により、継続して雇用する

労働者として雇い入れる事業主に対する助成を行う。 
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0200 支給要件 

0201 支給対象事業主 

特困金は、次のイからチまでのいずれにも該当する事業主（以下「支給対象事業主」という。）に

対して支給するものとする。 

イ 0202イからヨまでのいずれかに該当する求職者（雇い入れられた日現在における満年齢が６５歳

未満の者に限る。以下「対象労働者」という。）を安定所若しくは運輸局又は適正な運用を期すこ

とのできる有料・無料職業紹介事業者等（「雇用安定事業の実施等について」別添２「雇用関係給

付金の取扱いに係る同意書について」（平成２５年５月１６日付け職発０５１６第１９号、能発０

５１６第４号、雇児発０５１６第９号。以下「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書について」と

いう。）参照）（以下、「安定所等」と総称する。）の紹介により、一般被保険者（雇保法第６０

条の２第１項第１号に規定する一般被保険者（高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日

雇労働被保険者を除く雇用保険の被保険者）をいう。以下同じ）として雇い入れ、かつ、当該対象

労働者を継続して雇用（対象労働者の年齢が６５歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該

雇用期間が継続して２年以上（ただし0204イ(ﾊ)の者にあっては３年以上）であることをいう。以下

「継続雇用」という。）することが確実であると認められる事業主であること。 

なお、対象労働者がトライアル雇用労働者（0202ホ若しくはへ又はトに該当する対象労働者であ

って、トライアル雇用奨励金（第２ 各助成金別要領の５「トライアル雇用奨励金」をいう。）の

支給対象となった者をいう。以下同じ。）であって、トライアル雇用期間終了後、引き続き一般被

保険者として雇用し、かつ継続雇用に移行した場合は、雇入れ日時点において継続雇用することが

確実であったものと同様とみなす。 

ロ 基準期間（対象労働者の雇入れ日の前日から起算して６か月前の日から起算して１年を経過する

日（支給対象事業主が対象労働者を0204ロ(ｲ)ａからｅまでのいずれかの理由により当該雇入れ日か

ら起算して６か月を経過する日までの間に雇用しなくなった場合は、当該雇用しなくなった日の前

日）までの期間をいう。以下同じ。）において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者（雇

保法第３８条第１項に規定する短期雇用特例被保険者及び雇保法第４３条第１項に規定する日雇労

働被保険者を除く。以下0503ロ及び0702ホにおいて同じ。）を解雇等事業主の都合で離職させた事

業主（次の(ｲ)又は(ﾛ)に該当する解雇を行った事業主を除く。）以外の事業主であること。 

(ｲ) 当該労働者の責めに帰す理由による解雇 

(ﾛ) 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 

ハ 基準期間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者（雇保法第２３条第１項

に規定する特定受給資格者をいう。以下同じ。）となる離職理由のうち離職区分１Ａ又は３Ａとさ

れる離職理由により、離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、当該事業所にお

ける当該雇入れ日における被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。0503ハ

及び0702ヘにおいて同じ。）数で除した割合が６％を超えている（特定受給資格者となる離職理由

により離職した者として受給資格決定処理がなされたものの発生数が３人以下である場合を除く。

以下0503ハ及び0702ヘにおいて同じ。）事業主以外の事業主であること。 

ニ 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に特困金の支給決定の対象と

なった者のうち、雇入れ日から起算して１年を経過する日（以下「確認日Ａ」という。）が基準期

間内にある者が５人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Ａの時点で離職（喪失原因「１」
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の者は含まれない。以下0201ホ、0201へ、0201ト及び0702トにおいて同じ。）している割合（以下

「離職割合」という。）が５０％（※）を超えていない事業主であること。 

（※）当該雇入れに係る事業所が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号）第６条の１０に規定する就労継続支援Ａ型の

事業を実施する事業所（以下「Ａ型事業所」という。）であって、対象労働者を平成２９年

５月１日以降に雇い入れる場合においては、「５０％」とあるのは「２５％」と読み替える

ものとする。（以下同じ。） 

 

ただし、離職割合が５０％を超える事業主であって、次の(ｲ)から(ﾊ)に掲げる理由による離職に該

当する者（以下「特別の理由による離職者」という。）がいる場合にあっては、その者を離職し

た者から除外した上で離職割合を再計算し、その結果、離職割合が５０％を超えていない場合は

支給対象事業主とする（以下0201ホ、0201へ及び0201トにおいて同じ）。(ｲ)  被保険者資格の

喪失原因が「２」に該当する者であって、以下のいずれかに該当する理由により離職した者 

ａ 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 

ｂ 対象労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇（解雇の形式を取らず、事業主の勧告等

により依頼退職の形式をとった場合を含む） 

c  労働協約、就業規則等で定める規定（社会通念上妥当性のある理由（定年を除く）であるも

の。）に基づく解雇又は退職（本人からの申し出による場合、雇用契約期間が満了した場合を

除く）  

d  被保険者として取り扱われない取締役、役員等になったことにより被保険者資格を喪失した

場合 

(ﾛ)  対象労働者の雇入れ日よりも前に特困金の支給決定の対象となった者であって、６４歳までに

当該雇入れに係る事業所に雇用された者のうち、同一事業所に継続して２年以上（ただし0204イ

(ﾊ)の助成対象期間が３年間の者にあっては３年以上）雇用され、かつ６５歳以上の年齢で離職

した者（離職の理由は問わない。） 

(ﾊ) 当該雇入れに係る事業所がＡ型事業所であって、離職理由がＡ型事業所の支援を受けたことに

よる一般就労への移行（Ａ型事業所において、Ａ型事業所のサービス利用者として雇用されてい

た者であって、Ａ型事業所を離職した日の翌日から１か月以内に、Ａ型事業所以外の事業主（当

該Ａ型事業所と資本的・経済的・組織的関連性等から見て密接な関係にある事業主（0205ニ(ｲ)

又は(ﾛ)参照）を除く）に一般被保険者として雇用されること。以下同じ。）である場合 

ホ 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に特困金の支給決定の対象と

なった者のうち、0204イの（表-1）に定める対象労働者の区分ごとの助成対象期間（途中で対象労

働者を雇用しなくなった場合でも0204ロを適用しない助成対象期間とする。以下「規定の助成対象

期間」という。）の末日の翌日から起算して１年を経過する日（ただし、規定の助成対象期間が３

年間の者にあっては、規定の助成対象期間の末日の翌日とする。以下「確認日Ｂ」という。）が基

準期間内にある者が５人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Ｂの時点で離職している割

合が５０％を超えていない事業主であること。 

へ 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に高年齢者雇用開発特別奨励

金（以下「高奨金」という。）の支給決定の対象となった者のうち、確認日Ａが基準期間内にある

者が５人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Ａの時点で離職している割合が５０％を超

えていない事業主であること。 
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ト 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に被災者雇用開発助成金（以

下「被開金」という。）の支給決定の対象となった者のうち、確認日Ａが基準期間内にある者が５

人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Ａの時点で離職している割合が５０％を超えてい

ない事業主であること。 

チ 事業所において、次の書類を整備、保管している事業主であること。（船員法（昭和２２年法律

第１００号。以下同じ。）において整備及び保管が義務付けられている書類を含む。以下同じ。） 

(ｲ) 対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード又は船員法第６７条に

定める記録簿等（以下｢出勤簿等｣という。）の書類 

(ﾛ) 対象労働者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて

記載された賃金台帳又は船員法第５８条の２に定める報酬支払簿（以下｢賃金台帳等｣という。） 

(ﾊ) 当該事業所を離職した労働者（日々雇い入れる者を除く。）の氏名、離職年月日、離職理由等

が明らかにされた労働者名簿等の書類 

 

0202 対象労働者 

イ ６０歳以上の者 

雇入れ日現在の満年齢が６０歳以上の者 

ロ 身体障害者 

(ｲ) 重度身体障害者（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号。以下「障

害者雇用促進法」という。）第２条第３号に規定する重度身体障害者をいう。以下同じ。） 

(ﾛ) ４５歳以上の身体障害者（障害者雇用促進法第２条第２号に規定する身体障害者のうち重度身

体障害者以外の者であって雇入れ日現在の満年齢が４５歳以上の者をいう。以下同じ。） 

(ﾊ) 障害者雇用促進法第２条第２号に規定する身体障害者であって上記(ｲ)及び(ﾛ)以外のもの 

ハ 知的障害者 

(ｲ) 重度知的障害者（障害者雇用促進法第２条第５号に規定する重度知的障害者をいう。以下同

じ。） 

  具体的には、児童相談所、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第９条５項に規定す

る知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号。以下「精神保健福祉法」という。）第６条第１項に規定する精神保健福祉センター、精神保

健福祉法第１８条第１項に規定する精神保健指定医又は障害者雇用促進法第１９条第１項に規

定する障害者職業センターにより知的障害の程度が重いと判定された者をいう。 

(ﾛ) ４５歳以上の知的障害者（障害者雇用促進法第２条第４号に規定する知的障害者うち、重度知

的障害者以外の者であって、雇入れ日現在の満年齢が４５歳以上の者をいう。以下同じ。） 

(ﾊ) 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者であって上記(ｲ)及び(ﾛ)以外のもの 

ニ 精神障害者（障害者雇用促進法第２条第６号に規定する精神障害者をいう。以下同じ。） 

ホ 母子家庭の母等 

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号。以下「母子父子寡婦法」という。）

第６条第１項に規定する配偶者のない女子であって、２０歳未満の子若しくは次の表に定める障

害がある状態にある子、又は同項第５号の精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働の

能力を失っている配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。）を扶養しているもの。 
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① 両眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力につ

いて測ったものをいう。）の和が０．０８以下のもの 

② 両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの 

③ 平衡機能に著しい障害を有するもの 

④ そしゃく機能を欠くもの 

⑤ 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 

⑥ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 

⑦ 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 

⑧ 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 

⑨ 一上肢のすべての指を欠くもの 

⑩ 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 

⑪ 両下肢のすべての指を欠くもの 

⑫ 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 

⑬ 一下肢を足関節以上で欠くもの 

⑭ 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 

⑮ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障

害を有するもの 

⑯ 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 

⑰ 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必

要とする程度の障害を有するもの 

ヘ 父子家庭の父 

児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条第１項に規定する児童扶養手当を受けてい

る者であって、同項第２号に規定する児童の父であるもの（以下「父子家庭の父」という。） 

ト 中国残留邦人等永住帰国者 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）第１０

条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等（以下「中国残留邦人等永住帰国者」という。）

であって、本邦に永住帰国した日から起算して１０年を経過していないもの 

チ 北朝鮮帰国被害者等 

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律（平成１４年法律第１４３号。以下

「北朝鮮拉致被害者等支援法」という。）第２条第１項第５号に規定する帰国被害者等であって、

本邦に永住する意志を決定したと認められる日から起算して１０年を経過していないもの及び同項

に規定する帰国した被害者であってその配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。）、子及び孫が北朝鮮内にとどまっていること等永住の意志を決定する

ことにつき困難な事情があると認められるもの 

リ 駐留軍関係離職者 

駐留軍関係離職者等臨時措置法（昭和３３年法律第１５８号。以下「駐留軍離職者法」という。）

第１０条の２第１項又は第２項の規定による認定を受けている者であって、雇入れ日現在における

満年齢が４５歳以上であるもの 

ヌ 沖縄失業者求職手帳所持者 

沖縄振興特措法（平成１４年法律第１４号。以下「沖縄振興特措法」という。）第７８条第１項



- 8 - 

（２８．１２．５） 

の規定による沖縄失業者求職手帳（同法の規定により効力を有しているものに限る。）又は失効前

の沖縄振興特措法（昭和４６年法律第１３１号）第４１条第１項の規定による沖縄失業者求職手帳

（同法の規定により効力を有しているものに限る。以下「沖縄失業者求職手帳」という。）を所持

している者であって、雇入れ日現在における満年齢が４５歳以上であるもの 

ル 漁業離職者求職手帳所持者 

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法（昭和５２年法律第９４号。以下「漁臨

法」という。）第４条第１項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則

（昭和５２年労働省令第３０号）第３条の２の規定による漁業離職者求職手帳（同法又は同規則の

規定により効力を有しているものに限る。以下「漁臨法漁業離職者求職手帳」という。）を所持し

ている者であって、雇入れ日現在における満年齢が４５歳以上であるもの 

ヲ 手帳所持者である漁業離職者等 

雇対則附則第３条第１項若しくは第４条第１項の規定による漁業離職者求職手帳（雇対則の規定

により効力を有しているものに限る。以下「省令漁業離職者求職手帳」という。）の発給を受けて

いる者又は雇対則附則第６条に規定する者であって、雇入れ日現在における満年齢が４５歳以上で

あるもの 

ワ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者 

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法（昭和５６年法律第７

２号。以下「本四連絡橋特措法」という。）第１６条第１項若しくは第２項又は本州四国連絡橋の

建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令（昭和５

６年労働省令第３８号）第１条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳（同法又は同

令の規定により効力を有しているものに限る。以下「一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳」と

いう。）を所持している者であって、雇入れ日現在における満年齢が４５歳以上であるもの（同法

第５条第１項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇

い入れられる者に限る。） 

カ 港湾運送事業離職者 

港湾運送事業法（昭和２６年法律第１６１号）第２条第１項第４号に規定する行為（沿岸荷役）

を行う事業の事業主であって、本四連絡橋特措法第２条第１号に規定する本州四国連絡橋の供用に

伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止（以下このワにおいて「事

業規模の縮小等」という。）を余儀なくされたもの（当該事業規模の縮小等の実施について安定所

長の認定を受けた事業主に限る。）に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職

を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と

同様の状態にあると認められるもの、すなわち昭和６０年４月８日付け職発第１７８号、能発第８

５号「本州四国連絡橋の供用に伴う港湾運送事業に関する雇用対策の実施について」の別添２「本

州四国連絡橋の供用に伴う港湾運送事業に関する雇用対策実施要領」（以下「実施要領」という。）

の第５（港湾運送事業離職者に係る手帳の発給）の規定による港湾運送事業離職者求職手帳（実施

要領の規定により効力を有しているものに限る。以下「港湾運送事業離職者求職手帳」という。）

を所持している者であって、雇入れ日現在における満年齢が４５歳以上であるもの（事業規模の縮

小等の実施について安定所長の認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。） 

ヨ その他安定所長又は運輸局長が就職が著しく困難であると認める者（以下「その他の就職困難

者」という。） 

社会的事情により安定した職業に就いていない者であって、雇入れ日現在における満年齢が45歳
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以上であるもの 

 

0203 支給対象期 

特困金の支給の対象となる対象労働者の雇入れに係る日（賃金締切日が定められている場合は雇入

れ日の直後の賃金締切日の翌日。ただし、賃金締切日に雇い入れた場合は雇入れ日の翌日、賃金締切

日の翌日に雇い入れた場合は雇入れ日。以下「起算日」という。）から起算した最初の６か月を支給

対象期の第１期と以後６ヵ月ごとに第２期、第３期、第４期、第５期、第６期という。 

 

0204 助成対象期間 

イ 原則 

特困金の助成の対象になる期間は、（表-1）に掲げる(ｲ)から(ﾎ)の対象労働者の区分及び企業規

模に応じて定める期間とする。 

なお、対象労働者の区分は、雇入れ日時点の対象労働者の状態及び労働条件により判断すること

とし、支給対象期の途中でこれらに変更が生じた場合でも、雇入れ日時点において判断した対象労

働者の区分での助成対象期間及び支給額を上限として支給する。 

ただし、対象労働者がトライアル雇用労働者である場合は、対象労働者の区分のうち、短時間労

働者又は短時間労働者以外の者であるかの判断に限っては、継続雇用に移行した日（以下「継続雇

用移行日」という。）時点の労働条件により判断する。 

（表-1） 

対象労働者の区分 企業規模 助成対象期間 

短
時
間
労
働
者
以
外
の
者 

(ｲ) (ﾛ)及び(ﾊ)以外の者  起算日から１年間 

(ﾛ) (ﾊ)以外の身体障害者及び

知的障害者 

①中小企業事業主以外の事業主 起算日から１年間 

②中小企業事業主 起算日から２年間 

(ﾊ) 重度障害者等 ①中小企業事業主以外の事業主 起算日から１年６か月間 

②中小企業事業主 起算日から３年間 

短
時
間
労
働
者 

(ﾆ) (ﾎ)以外の者  起算日から１年間 

(ﾎ) 身体障害者・知的障害者・

精神障害者 

①中小企業事業主以外の事業主 起算日から１年間 

②中小企業事業主 起算日から２年間 

※ 「短時間労働者」とは、雇保則第１１０条第３項に規定する、１週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇

用される通常の労働者の１週間の所定労働時間と比し短く、かつ２０時間以上であって雇保法第３８条第１項第

２号の厚生労働大臣の定める時間数未満（３０時間未満）である者をいう。以下同じ。 

 

ロ 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合 

(ｲ) 次のａからｅまでのいずれかの理由により、支給対象期の途中で事業主が対象労働者を雇用

しなくなった場合は、当該事業主が雇用しなくなった日の前日（以下「離職日」という。）ま

での期間が助成対象期間となる。 

a 対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇 

b 対象労働者の都合による退職 

c 対象労働者の死亡（事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く。） 
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d 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇 

e 雇用契約期間が２年以上（ただし0204イ(ﾊ)の者にあっては３年以上）継続した場合で、契

約期間の満了による離職（当該離職日において、対象労働者の年齢が６５歳以上に達してい

る場合に限る。） 

(ﾛ) (ｲ）のａからｅまで以外の理由により支給対象期の途中又は当該支給対象期に係る支給決定

までに対象労働者を雇用しなくなった場合は、当該支給対象期については特困金を支給しない。 

また、第２期、第３期、第４期、第５期又は第６期の途中で(ｲ)のａからｅまで以外の理由に

より対象労働者を雇用しなくなった場合は、既に支給が行われた支給対象期に係る支給を取り

消す。 

 

0205 不支給要件 

0201の支給対象事業主からの支給申請であっても、以下のイからチのいずれかの要件に該当する場

合には、当該対象労働者に関して特困金を支給しない。 

また、リに該当する場合についても、特困金を支給することが適切でないものとして特困金を支給

しない。 

イ 安定所等の紹介以前に、雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合 

ロ 安定所等の紹介時点で被保険者（１週間の所定労働時間が２０時間以上の労働者又はそれと同等

の業務に従事する自営業者等、失業と同様の状態にあるものと認められない者を含む。）であった

対象労働者（重度障害者等（重度身体障害者、身体障害者のうち４５歳以上の者、重度知的障害者、

知的障害者のうち４５歳以上の者、又は精神障害者。以下同じ。）、及びチャレンジ雇用により雇

用された者（平成１９年４月１８日職高発第０４１８００１号「都道府県労働局における知的障害

者の採用の促進について」における「チャレンジ雇用」により雇用されている者（内閣府設置法（平

成１１年法律第８９号）に規定する内閣府の組織、国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）

に規定する国の行政機関、及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１条の３に規定する地方

公共団体に雇用されている者を含む。）であって、短時間労働者以外の者として雇い入れられた者

を除く。）を雇い入れる場合 

ハ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して３年前の日から、当該雇入れ日の前日までの間のいず

れかの日に、以下のいずれかに該当する対象労働者を当該雇入れに係る事業所が雇い入れる場合 

(ｲ) 当該雇入れに係る事業所と雇用、請負、委任の関係にあった対象労働者、又は出向、派遣、請

負、委任の関係により当該雇入れに係る事業所において就労したことがある対象労働者（ただし、

雇用安定事業の実施等について（平成２６年３月３１日付け職発０３３１第１３号・能発０３３

１第５号・雇児発０３３１第９号）の別紙６「障害者トライアル雇用事業実施要領」の第１の３

の（1）のイ又はロに規定する障害者のうち 0202ロからニまでのいずれかに該当する対象労働者

を同通達に基づくトライアル雇用終了後、引き続き一般被保険者として雇い入れ、かつ、当該対

象労働者を継続雇用することが確実であると認められる場合を除く。以下0703ロにおいて同じ。） 

(ﾛ) 当該雇入れに係る事業所において、通算して３か月を超えて訓練・実習等（雇用関係はないが、

事業所において、訓練、職場体験、職場実習その他の職場適応に係る作業等を実施するもの。た

だし、特別支援学校が教育課程の一環として実施するものを除く。以下同じ。）を受講等したこ

とがある対象労働者 

ニ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して１年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいず

れかの日に、当該対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任
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の関係により当該対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、当該対象労働者が通

算して３か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、以下のいずれか

に該当する等、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主が雇い入れる場

合（有料・無料職業紹介事業者等が対象労働者を紹介した場合であって、当該有料・無料職業紹介

事業者等と密接な関係にある関連事業所の事業主が雇い入れる場合も含む。以下同じ。） 

(ｲ) 雇入れ日において、他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、

当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であること。 

(ﾛ) 取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であること、又は取締役を兼務しているも

のがいずれかの取締役会の過半数を占めていること。 

ホ 対象労働者の雇入れに係る事業所の事業主又は取締役の３親等以内の親族（民法（明治２９年法

律第８９号）第７２５条第１号に規定する血族のうち３親等以内の者、同条第２号に規定する配偶

者及び同条第３号に規定する姻族をいう。以下同じ。）である対象労働者を雇い入れる場合 

ヘ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して３年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいずれ

かの日に職場適応訓練（雇対法第１８条第５号に規定する求職者を作業環境に適応させる訓練であ

って、短期のものを除く。以下同じ。）を受け又は受けたことのある者を、当該職場適応訓練を行

い又は行った事業主が雇い入れる場合 

ト 支給対象期（0203参照）における対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日を超えて支払って

いない場合 

チ 安定所等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利

益又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申出があった

場合 

リ 高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭

和４６年法律第６８号。以下「高齢者雇用安定法」という。）第１０条第２項に基づき、当該確保

措置を講ずべきことの勧告を受けた場合 

 

0206 併給調整 

雇入れに係る事業主が、同一の事由により、受給資格者創業支援助成金（一般被保険者を２名以上

雇い入れた場合における上乗せの支給に係るものに限る。(経過措置分)）、地域求職者雇用奨励金(経

過措置分)、訓練等支援給付金(経過措置分)、中小企業雇用創出等能力開発助成金(経過措置分)、派遣

労働者雇用安定化特別奨励金(経過措置分)、特例子会社等設立促進助成金(経過措置分) 、事業復興型

雇用創出助成金若年者人材育成・定着支援奨励金（若者チャレンジ奨励金）、高年齢者雇用安定助成

金（高年齢者労働移動支援コース）（経過措置分）又は精神障害者雇用安定奨励金（経過措置分）の

支給を受ける場合には、当該支給事由によっては、特困金を支給しない。 

 

0207 一部法人に対する不支給 

対象労働者が、雇対法第１８条第１号又は第２号の給付金の支給を受け、又は受けることができる

もの（以下「就職促進手当等支給対象者」という。1101参照）であるときは、「第１ 共通要領」の

0303に定めるもののほか、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人（その資本金の

全部又は大部分が国からの出資による法人及びその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国

からの交付金又は補助金によって得ている法人に限る。）に対しても、特困金は支給しない。 
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0300 支給額 

0301 支給額の算定方法 

イ 概要 

特困金の支給額は、助成対象期間において対象労働者が行った労働に対する賃金（臨時に支払わ

れる賃金及び３か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。以下同じ。）の一部に相当する額

として、対象労働者の区分毎にロに定める額とし、支給対象期ごとに支給する。 

ただし、天災等やむを得ない理由がある場合を除き、各々の支給対象期において［算出式１（支

給対象期の平均実労働時間の算出）］により算出した支給対象期を平均した１週間当たりの実労働

時間(※)（以下「平均実労働時間」という。）が、短時間労働者以外の者の実労働時間の最低基準

（短時間労働者以外の者の週所定労働時間の最低基準である３０時間の８割の時間をいう。以下同

じ。）又は短時間労働者の実労働時間の最低基準（短時間労働者の週所定労働時間の最低基準であ

る２０時間の８割の時間をいう。以下同じ。）に満たない場合はハにより取り扱うものとし、事業

主が対象労働者について最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号。以下同じ。）第７条の許可を受

けている場合にはニにより取り扱う。 

  (※) 「実労働時間」とは、対象労働者が実際に労働した時間をいい、所定内労働時間はもとより、時間外労働や休

日労働などの所定外労働時間も全て含む。なお、年次有給休暇をとった日は、所定労働日において所定労働時間

分の労働を行ったものとして取り扱うこととして実労働時間に含めるものとする。以下同じ。 
 

 ［算出式１（支給対象期の平均実労働時間の算出）］ 

 

 
 

ロ 原則 

特困金の支給額は、（表-1）に掲げる対象労働者の区分に応じて、それぞれ（ｲ）から（ﾎ）に定

める額を（表-2）のとおり支給する。 

ただし、当該額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃

金の総額を上限額として支給する。 

また、対象労働者が0201イなお書きにより、トライアル雇用に係る雇入れ日時点において、継続

雇用することが確実であったとみなしたものである場合は、第１期は支給しない。 

（表-2） 

対象労働者の 
区分 

企業規模 
第1期 
支給額  

第2期 
支給額  

第3期 
支給額  

第4期 
支給額  

第5期 
支給額  

第6期 
支給額  

支給 
総額 

支給 
回数 

短
時
間
労
働
者
以
外
の
者 

（表-1） 
の(ｲ) 

①中小企業事業主以外の事業主 25万円 25万円     50万円 ２回 

②中小企業事業主 30万円 30万円     60万円 ２回 

（表-1） 
の(ﾛ) 

①中小企業事業主以外の事業主 25万円 25万円     50万円 ２回 

②中小企業事業主 30万円 30万円 30万円 30万円   120万円 ４回 

（表-1） 
の(ﾊ) 

①中小企業事業主以外の事業主 33万円 33万円 34万円    100万円 ３回 

②中小企業事業主 40万円 40万円 40万円 40万円 40万円 40万円 240万円 ６回 

短
時
間
労
働
者 

（表-1） 
の(ﾆ) 

①中小企業事業主以外の事業主 15万円 15万円     30万円  ２回 

②中小企業事業主 20万円 20万円     40万円 ２回 

（表-1）
の(ﾎ) 

①中小企業事業主以外の事業主 15万円 15万円     30万円 ２回 

②中小企業事業主 20万円 20万円 20万円 20万円   80万円 ４回 

× 
支給対象期を平均した 

１週間当たりの実労働時間 

支給対象期における 

対象労働者の実労働時間 

７日 

支給対象期の暦日数 
＝ 
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ハ 対象労働者の実労働時間が対象労働者区分毎の実労働時間の最低基準に満たない場合 

(ｲ) 短時間労働者以外の者の支給額の算定 

   短時間労働者以外の者について、平均実労働時間が、短時間労働者以外の者の実労働時間の最

低基準を満たしていない場合には、［算出式２（支給対象期を構成する月の平均実労働時間の算

出）］により、支給対象期を構成する月（支給対象期の初日から１か月単位で区切った月をいう。

以下同じ。）毎に平均実労働時間を算出するものとし、月単位で見て、平均実労働時間が短時間

労働者以外の者の実労働時間の最低基準以上となる月については、短時間労働者以外の者の区分

の支給額を適用の上、［算出式３（支給額の算定）］により当該月の支給額を算定する。 

さらに、上記の算定対象となった月以外の月であって、平均実労働時間が短時間労働者の実

労働時間の最低基準以上となる月がある場合には、短時間労働者の区分の支給額を適用の上、［算

出式３（支給額の算定）］により当該月の支給額を算定し、短時間労働者以外の者の区分により

算定した月毎の支給額と合算して支給対象期における支給額を算定する。 

 

［算出式２（支給対象期を構成する月の平均実労働時間の算出）］ 

 

 

 

 

(※) 月の実労働時間に１時間未満の端数が生じる場合は、３０分未満の端数を切り捨て、それ以上を１時間に切

り上げるものとする。 

 

［算出式３（支給額の算定）］ 

 

 

 

 

(ﾛ) 短時間労働者の支給額の算定 

 短時間労働者について、平均実労働時間が、短時間労働者の実労働時間の最低基準を満たして

いない場合には、［算出式２（支給対象期を構成する月における平均実労働時間の算出）］によ

り、支給対象期を構成する月毎に平均実労働時間を算出するものとし、月単位で見て、平均実労

働時間が短時間労働者の実労働時間の最低基準以上となる月については、短時間労働者の区分の

支給額を適用の上、［算出式３（支給額の算定）］により当該月の支給額を算定し、支給対象期

における支給額を算定する。 

なお、上記の過程において、平均実労働時間が、短時間労働者以外の者の実労働時間の最低基

準以上となる月があっても、当該月の支給額の算定は短時間労働者の額を適用して計算するもの

とする。 

ニ 対象労働者が最低賃金の減額の特例に係る者である場合 

対象労働者を雇い入れた事業主が当該対象労働者について最低賃金法第７条の最低賃金の減額の

特例の許可を受けている場合は、支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金に対象労働者

の区分ごとに定める助成率（表-3）を乗じることにより得た額を支給額とする。ただし、当該額が

× 
支給額 

（円未満切り捨て） 

0301ロに定める対象労働者の 

区分毎の支給額 

平均実労働時間が対象労働者の区分毎の

実労働時間の最低基準以上となる月数 

支給対象期の月数 

＝ 

× 

支給対象期を構成する月を

平均した１週間当たりの 

実労働時間 

支給対象期を構成する 

月における対象労働者の 

実労働時間（※） 

７日 

支給対象期を構成する 

月の暦日数 

＝ 
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ロにより算定した支給額を超える場合は、当該ロにより算定した支給額を支給額とする（対象労働

者の実労働時間が対象労働者区分毎の実労働時間の最低基準に満たない場合又は0302イの(ｲ)から

(ﾎ)までのいずれかの理由により、助成対象期間が支給対象期の途中で終了する場合は、ロをハと読

み替えるものとする）。 

（表-3）  

対象労働者 ①中小企業事業主以外の事業主 ②中小企業事業主 

（表-1）の(ﾊ)以外の者 １／４ １／３ 

（表-1）の(ﾊ)の者 １／３ １／２ 

 

0302 助成対象期間が支給対象期の途中で終了する場合 

  イ 原則 

次の(ｲ)から(ﾎ)までのいずれかの理由により、助成対象期間が支給対象期の途中で終了する場合

（0204ロ(ｲ)に該当する場合）は、その事由が生じた日の属する月までを支給対象として、短時間労

働者以外の者については0301ハ(ｲ)により、短時間労働者については0301ハ(ﾛ)により、それぞれ支

給額を算定する。 

(ｲ) 対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇 

(ﾛ) 対象労働者の都合による退職 

(ﾊ) 対象労働者の死亡（事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く。） 

(ﾆ) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇 

(ﾎ) 雇用契約期間が2年以上（ただし0204イ(ﾊ)の者にあっては３年以上）継続した場合で、契約期

間の満了による離職（当該離職日において、対象労働者の年齢が６５歳以上に達している場合

に限る。） 

ただし、支給対象期が第１期である場合であって、離職日が当該支給対象期の初日から起算して

１か月以内に含まれる場合には、当該支給対象期について特困金を支給しない。 

  ロ 最低賃金特例の許可を受けている場合 

事業主が対象労働者について最低賃金法第７条の許可を受けている場合は、当該終了時までに対

象労働者に対して支払った労働に対する賃金を基に、0301ニにより支給額を算定する。 

 

0303 支給対象期の途中で対象労働者の区分等が変更された場合 

  イ 原則 

支給対象期の途中で対象労働者の区分が「短時間労働者以外の者」から「短時間労働者」に変更

された場合には、0301ハの算定方法に準じて支給額を算定する。 

なお、「支給対象期を構成する月」の途中で「短時間労働者以外の者」から「短時間労働者」に

区分変更が行われた場合には、当該月については「短時間労働者」の区分に対応した0301ロの支給

額を適用するものとする。 

ロ 支給対象期の途中で対象労働者が一般被保険者でなくなった場合 

一般被保険者でなくなった日の前日までの期間が属する月までを支給対象として、0301ハの算定

方法に準じて支給額の算定を行う。 

ハ 支給対象期の途中で対象労働者が最低賃金の減額の特例の許可を受けた場合、又は最低賃金の減

額の特例に係る者でなくなった場合 
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支給対象期の途中で最低賃金の減額特例に係る取扱いが変更された場合には、変更前及び変更後

のそれぞれの期間について、0302イの算定方法、又は0302ロの算定方法に準じて、それぞれ支給額

を計算し、その額を合算することにより支給額の算定を行うこととする。 

なお、「支給対象期を構成する月」の途中で、最低賃金の減額特例に係る取扱いが変更された場

合には、当該月については最低賃金の減額特例に係る0301ニの支給額を適用するものとする。 
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0400 雇入登録 

0400a 安定所の紹介により雇い入れられた対象労働者の雇入登録 

0401a 対象労働者の雇入登録 

安定所の紹介により対象労働者が事業所に雇い入れられたときは、職業紹介部門と連携の上、そ

の労働者の採用事業所名、採用事業所の所在地を管轄する安定所、対象労働者としての区分、雇用

年月日等の必要事項を把握し、「特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助成金）対

象労働者雇入登録票（様式第１号）」（以下「雇入登録票」という。）により、当該対象労働者を

紹介した安定所を管轄する都道府県労働局（以下「紹介地管轄労働局」という。）において、雇入

れ日の属する月の翌月に対象労働者の雇入登録（以下「雇入登録」という。）を行う。 

ただし、対象労働者がトライアル雇用労働者である場合は、事業主から提出される「トライアル

雇用結果報告書兼トライアル雇用奨励金支給申請書（共通様式第２号）（以下「報告書兼支給申請

書」という。）により、当該対象労働者が継続雇用に移行したことを確認してから、雇入登録を行

うこととし、雇入登録票の備考欄には、トライアル雇用労働者である旨及び継続雇用前のトライア

ル雇用期間を記載する。 

なお、継続雇用移行日については、事業主からの申し出、労働条件通知書又は雇用契約書の内容

から確認することとし、必要に応じ、報告書兼支給申請書等と照合することにより確認する。 

 

0402a 対象労働者であることの確認 

雇入登録を行う場合には、対象労働者に係る求人及び求職に係る情報が確認できるデータにより

対象労働者であることの確認を行う。 

その際、職業紹介等において対象労働者が特困金の対象となる可能性があることを安定所から事

業所に伝えることについて、当該対象労働者の同意（対象労働者自らが、特困金の対象となる可能

性があることを事業所に告知する場合は、その告知の有無等の回答）が得られているか、また、そ

の確認の結果が安定所において処理されているかを確認すること。 

 

0403a 就職促進手当等の対象者であるか否か等の確認 

イ 雇対則第５条第１項に規定する職場適応訓練費の支給を受けている事業主が当該支給に係る職

場適応訓練の対象者を雇い入れた場合には、特困金の支給が行われないものであるため（0205ヘ関

係）、その旨を確認し、雇入登録票に記載する。 

ロ 1101①から⑦までのいずれかに該当する者については、当該1101①から⑦までのそれぞれの右欄

に定める期間における雇対則第１条の４第１項に規定する就職促進手当（以下「就職促進手当」と

いう。）又は雇対令第２条第１項に規定する訓練手当（以下「訓練手当」という。）の受給が可能

であるため、対象労働者であることの確認に併せて、雇入れ日が当該期間に含まれるか否かにより

就職促進手当等の受給の有無を確認し、その旨を雇入登録票に記載する。この確認は、求職票の記

載内容に加え、中高年齢失業者等求職手帳等の記載内容により行う。 

 

0404a 管轄労働局への通知 

雇入登録を行った場合には、対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄する都道府県労働局

（以下「管轄労働局」という。）に対してシステムによりその旨通知する。また、同時に当該管轄
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労働局に対象労働者に係る求人及び求職に係る情報が確認できるデータ（写）を送付する。 

なお、雇入れに係る事業所が対象労働者を雇い入れる時点で、雇用保険適用事業所設置届を提出

することにより事業所番号を取得していないときは、システムに雇入登録票の入力を行わず、関係

書類を添えて管轄労働局に送付する。当該対象労働者に係る雇入登録は、雇入れに係る事業所より

雇用保険被保険者資格取得届の提出に併せて雇用保険適用事業所設置に係る手続が行われた際、管

轄労働局において行う。 



- 19 - 

（２８．１２．５） 

 

0400b 運輸局の紹介により雇い入れられた対象労働者の雇入登録 

0401b 対象労働者の職業紹介時の留意点 

イ 運輸局は求職の申込みを受理する際に、求職者から対象労働者である旨の申告を受けた場合は、

求職者票に記入すること。 

ロ 今後、対象労働者であることを求人者に明示して職業紹介を受けることを希望するか否かを確

認し、確認した内容を求職票に記録すること。 

ハ 求職申込み時に対象労働者であることを証明する書類を所持している場合はその写しを取り、

求職票に添付し、保管しておくこと。 

ニ 求職申込み時に対象労働者であることを証明する書類を所持していない場合は、次回の職業

相談又は職業紹介時に持参するよう依頼し、その旨求職票へ記録しておくこと。 

ホ 職業相談又は職業紹介の際に対象労働者に該当することが判明した場合も同様の取扱いとす

ること。 

ヘ 求職票にロの記録がある者の職業紹介を行う際には、求人者へ制度の説明を行った上で対象

労働者であることを伝えること。なお、制度の説明に当たっては、対象労働者を雇用した場合

でも、事業主が要件を満たしていなければ支給対象事業主とならない旨を伝えること。 

ト 対象労働者であることを証明する書類は0602に定める対象労働者ごとに掲げる書類とするこ

と。 

 

0402b 対象労働者の雇入登録 

運輸局の紹介により対象労働者が事業所に雇い入れられたときは、当該運輸局においては、その

労働者の採用事業所名、対象労働者としての区分、雇用年月日等の必要事項を雇入登録票に記入し

た上で求人及び求職に係るデータ（写）を添付し、当該対象労働者を紹介した運輸局と管轄する地

域を同じくする紹介地管轄労働局に送付し、送付先の紹介地管轄労働局においては、雇入れ日の属

する月の翌月に雇入登録を行う。（なお、運輸局は、雇入登録票及び求人及び求職に係るデータ（写）

を紹介地管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由して送付することができる。） 

なお、事業主から紹介地以外の運輸局に採用の通知があった場合は、当該運輸局から紹介を行っ

た運輸局へ連絡すること。 

ただし、対象労働者がトライアル雇用労働者である場合は、事業主から提出される報告書兼支給

申請書により、当該対象労働者が継続雇用に移行したことを確認してから、雇入登録を行うことと

し、雇入登録票の備考欄には、トライアル雇用労働者である旨及び継続雇用前のトライアル雇用期

間を記載する。 

なお、継続雇用移行日については、事業主からの申し出、労働条件通知書又は雇用契約書の内容

から確認することとし、必要に応じ、報告書兼支給申請書等と照合することにより確認する。 

 

0403b 紹介地管轄労働局における対象労働者であることの確認 

紹介地管轄労働局において、雇入登録を行う場合には、対象労働者に係る求人及び求職に係る情

報が確認できるデータにより対象労働者であることの確認を行う。 

 

0404b 紹介地管轄労働局から管轄労働局への通知 
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紹介地管轄労働局において雇入登録を行った場合には、管轄労働局に対してシステムによりその

旨通知する。また、同時に当該管轄労働局に対象労働者に係る求人及び求職に係る情報が確認でき

るデータ（写）を送付する。 

なお、雇入れに係る事業所が対象労働者を雇い入れる時点で、雇用保険適用事業所設置届を提出

することにより事業所番号を取得していないときは、システムに雇入登録票の入力を行わず、関係

書類を添えて管轄労働局に送付する。当該対象労働者に係る雇入登録は、雇入れに係る事業所より

雇用保険被保険者資格取得届の提出に併せて雇用保険適用事業所設置に係る手続が行われた際、管

轄労働局において行う。 
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0400c 対象労働者雇入登録届の提出 

0401c 概要 

「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書について」に基づく雇用関係給付金の取扱いに係る同意

書の提出を行った有料・無料職業紹介事業者等（以下「対象有料・無料職業紹介事業者等」という。）

が対象労働者について紹介を行い、当該対象労働者が雇用保険の適用事業の事業主に雇い入れられ

た場合には、当該対象有料・無料職業紹介事業者等の事業所の所在地を管轄する紹介地管轄労働局

は、当該対象有料・無料職業紹介事業者等より「特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇入登録届

（様式第２号）」（以下「雇入登録届」という。）の提出を受けて雇入登録を行う。なお、当該対

象有料・無料職業紹介事業者等は、当該提出を紹介地管轄労働局長の指揮監督する安定所長を経由

して行うことができる。 

 

0402c 対象労働者の範囲 

0401cに規定する取扱いに係る対象労働者は、0202に掲げる対象労働者のうちイからカまでに掲げ

るものである。 

 

0403c 雇入登録届の提出 

イ 対象有料・無料職業紹介事業者等は、その紹介により0402cの対象労働者が当該紹介に係る事業

主に雇い入れられたときは、紹介地管轄労働局に雇入登録届を提出する。 

ロ 雇入登録届は、当該対象労働者が雇い入れられた日の後１か月以内に提出するものとする。 

ハ 紹介地管轄労働局は、雇入登録届の提出を受けた際には、所要の項目に記載が行われていること

を確認するとともに、対象労働者の紹介を行った対象有料・無料職業紹介事業者等に対して、事業

主が支給申請書に添付することとされている職業紹介証明書を発行しなければならないこととさ

れている旨を伝える。 

 

0404c 対象労働者が紹介により雇い入れられたこと等の確認 

イ 対象有料・無料職業紹介事業者等からの提出であることの確認 

紹介地管轄労働局は、雇入登録届の提出を受けた際には、対象有料・無料職業紹介事業者等から

の提出であることを確認する。 

ロ 対象労働者の確認 

紹介地管轄労働局は、紹介を受け就職した者について、雇入登録届に記載された氏名、生年月日

等に誤りのないことを確認するとともに、対象労働者に該当することが対象有料・無料職業紹介事

業者等により証明されていることを確認する。 

ハ 紹介により就職したことの確認 

紹介地管轄労働局は、求人申込日、求職申込日、紹介日及び雇用年月日の記載に誤りのないこと

を確認するとともに、記載事項について誤りのない旨を対象有料・無料職業紹介事業者等が証明し

ていることを確認する。 

 

0405c 雇入登録及び管轄労働局への通知 

紹介地管轄労働局は、提出された雇入登録届の記載内容の確認を行った後、当該雇入登録届をシ
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ステムに入力することにより雇入登録を行う。これにより、管轄労働局に対してシステムによりそ

の旨通知する。 

なお、雇入れに係る事業所が対象労働者を雇い入れる時点で、雇用保険適用事業所設置届を提出

することにより事業所番号を取得していないときは、提出された雇入登録届をシステムに入力せず

に、管轄労働局に送付する。当該対象労働者に係る雇入登録届の入力は、雇入れに係る事業所より

雇用保険被保険者資格取得届の提出に併せて雇用保険適用事業所設置に係る手続が行われた際、管

轄労働局において行う。 
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0500 制度周知文・非該当案内の送付 

0501 概要 

対象労働者を雇い入れた事業主に対しては、雇入れ日時点における支給要件等の確認を行い、特困

金の支給対象となる事業主であること、支給要件のうち該当しないものがないことを確認して、管轄

労働局より制度周知文を送付する。 

制度周知文の送付を行った事業主に対しては、「特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用

開発助成金）支給申請書（0601イに規定する第１期支給申請書及び特定求職者雇用開発助成金（特定

就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金）第２・３・４・

５・６期支給申請書（以下「支給申請書」という。）を交付するとともに、支給申請書に添付するこ

とが必要な書類、支給申請期間等の必要事項を周知する。 

また、対象労働者を雇い入れた事業主であっても、雇入れ日時点において特困金の支給対象となら

ない事業主又は当該対象労働者に関して支給要件のいずれかに該当しないことが明らかとなっている

事業主に対しては、必要に応じて非該当案内を送付する。 

なお、対象労働者がトライアル雇用労働者の場合は、当該対象労働者が継続雇用に移行したことを

確認してから、雇入れ日時点における支給要件等の確認を行い、特困金の支給対象となる事業主であ

ること、支給要件のうち該当しないものがないことを確認して、管轄労働局より制度周知文を送付す

るとともに、第１期支給対象期の支給が行われないことを周知する。 

 

0502 支給対象事業主の把握 

イ その管轄区域に所在する事業所に関して0400の雇入登録が行われた管轄労働局は、システムに

照会すること又は関係書類の送付を受けることにより、これを把握する。 

ロ また、事業所番号を取得していない事業所が対象労働者を雇い入れた旨の通知を受けた場合に

は、雇用保険担当部署と連携を図り、特困金の対象となり得るものについて管轄労働局において

雇入登録又は雇入登録届の入力を行う。 

 

0503 支給対象事業主であるか否か及び支給要件の確認 

雇入登録が行われた事業主について、制度周知文の送付に先立って、支給対象となる事業主に該当

しないもの及びその時点で既に支給要件を満たさない事業主でないことを確認する。 

具体的には、システムにより、以下のいずれにも該当する事業主であることを確認する。 

イ 紹介を受けた日に被保険者でないことの確認（0205ロ関係） 

0205ロに規定する重度障害者等及びチャレンジ雇用により雇用された者であって、短時間労働

者以外の者として雇入れられた者以外の対象労働者を雇い入れる事業主については、紹介日に被

保険者でなかったことを確認する。 

ロ 対象労働者の雇入れ日前の期間における解雇等の有無（0201ロ関係） 

対象労働者の雇入れ日の前日から起算して６か月前の日から確認を行う日までの期間に、被保

険者を解雇等しなかったことを確認する。 

解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇及び天災その他やむを得ない理由により

事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被

保険者の資格喪失確認の際に喪失原因「３」と判断されるものである。 
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ハ 対象労働者の雇入れ日前の期間における特定受給資格者数の確認（0201ハ関係） 

0201ロの基準期間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理

由により離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、当該事業所における当該雇

入れ日における被保険者数で除した割合が６％を超えている事業主以外の事業主であることを雇

用保険データにより確認する。 

ただし、本取扱いは、次の(ｲ)から(ﾎ)までに掲げるいずれかの特定受給資格者となる離職理由

により離職した者には適用しないこととする。 

(ｲ) 雇保則第３５条第４号に定める者となる離職理由 

(ﾛ) 雇保則第３６条第１号に定める理由（災害等に限る。） 

(ﾊ) 雇保則第３６条第７号に定める理由（雇保則第３６条第１号に定めるものを除く。） 

(ﾆ) 雇保則第３６条第７号の２に定める理由 

(ﾎ) 雇保則附則第３条に基づく特定受給資格者に関する暫定措置の対象となる雇保法第３３条第

１項の正当な離職理由 

この場合、雇用保険データでは、離職日が判定の対象となる期間にあり、かつ、当該期間に離

職区分が１Ａ又は３Ａであるものとして受給資格決定処理がなされている者の数により算定する。 

ニ 対象労働者を再び雇用等したものでないこと  

対象労働者の雇入れ日の前日から起算して３年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいず

れかの日において、被保険者として雇用したことのある者を、再び事業主が同一事業所に雇い入

れる場合でないことを確認する。 

ホ 対象労働者が職場適応訓練を受けたことのある者でないことの確認 

対象労働者の雇入れ日の前日から起算して３年前から、当該雇入れ日の前日までの間において、

職場適応訓練を受け又は受けたことのある者を、当該職場適応訓練を行い又は行った事業主が雇

い入れる場合でないことを確認する。 

この確認は、雇入登録の際に職場適応訓練の有無について確認し、システムにその旨が入力さ

れることとなるので、これに応じて確認を行う。 

   ヘ 支給対象期が第１期である場合であって、離職日が当該支給対象期の初日から起算して１か月

以内に含まれる場合に、当該支給対象期について特困金は支給しないことの確認 

     この確認は、雇用保険データ及び事業主に対し離職の有無を確認することにより行う。 

 

0504 制度周知文・非該当案内の送付及び支給申請書の交付 

0503のいずれにも該当する事業主に対して制度周知文を送付し、支給申請書を交付する。また、0503

のいずれかに該当しない事業主に対しては、必要に応じて該当しない理由を記載した非該当案内を送

付する。 

制度周知文及び非該当案内は、原則として、0503の確認を行った際にシステムにより印字されるも

のを使用することにより送付することとし、「事業所宛名シール」を活用して行う。 

 

0505 支給申請期間及び支給申請手続の案内 

0504において制度周知文を送付する事業主に対しては、支給申請期間、支給申請に当たって添付す

べき書類（0600参照）、支給申請書の記載方法について周知するとともに、事前に特困金の支給決定

に係る主な要件のほか、賃金台帳等に基本賃金とその他の諸手当とを区分して記載すること、対象労
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働者についての出勤状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類及び事業所の労働者の離職状況を明

らかにする労働者名簿等の書類を整備し、保管すること等について事前に指導を行う。また、特困金

に係る提出書類には、対象労働者の氏名、生年月日、住所等の個人情報が含まれることから、事業主

が個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第３項に規定する個人情報取扱事

業者である場合には、同法にのっとって個人情報を取り扱うよう注意喚起すること。 

具体的には、制度周知文に所要の事項を記載し、「特定求職者雇用開発助成金の申請にあたって」

（リーフレット）を併せて送付すること等により行う。 

 

0506 制度周知文及び非該当案内送付事業所の把握等 

イ 管轄労働局は、システムにより制度周知文及び非該当案内を送付した事業所を把握する。 

ロ 制度周知文の送付に係る事業所に対して支給申請期間前に、又は必要な手続を行っていない事

業所について支給申請期間中に、必要に応じて当該一覧を活用し、申請案内を送付する等により

支給申請期間内に手続すべきことを通知することができる。 

 

0507 第２期、第３期、第４期、第５期又は第６期の支給申請期間の周知 

第２期、第３期、第４期、第５期又は第６期の特困金の支給申請期間の周知は、第１期、第２期、

第３期、第４期又は第５期の特困金の支給決定通知書の送付に合わせて行う。また、第１期の支給申

請期間中と同様に、必要に応じて、申請案内を送付等する。 
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0600 支給申請 

0601 支給申請書の提出 

イ 原則 

特困金の支給を受けようとする事業主は、特困金の支給の対象となる対象労働者に係る支給対

象期が経過するごとに、当該支給対象期分の特困金について、当該支給対象期の末日の翌日から

起算して２か月以内に、「特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢

者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金）第１期支給申請書（様式第３号）」（以下「第

１期支給申請書」という。）又は「特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助成金

・高年齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金）第２・３・４・５・６期支給申請書（様

式第４号）」のいずれかを管轄労働局長に提出しなければならない。 

なお、第１期の支給申請を行っていない事業主が、第２期以降の支給申請を行う場合は、雇入

れ日時点で支給要件を満たしているかの確認が必要であることから、支給申請が初回である場合

に限って第１期支給申請書を提出することとする（対象労働者がトライアル雇用労働者の場合も

同様。）。 

ロ 他の助成金等の支給対象事業主の取扱い 

併給調整（0206参照）の対象となる他の助成金等を選択し、支給申請したものの支給決定に至

らなかった場合は、それが初回の支給申請であるものに限り特困金の支給を受けることができる

こととするが、この場合において特困金の支給を受けようとする事業主は、通常の場合と同様に、

特困金の第１期の支給申請を行わなければならない。 

ただし、既に支給対象期を経過している場合については、支給決定に至らなかったと事業主が

知ったことを管轄労働局が確認した日の翌日から起算して２か月以内に特困金の第１期の支給申

請を行わなければならない。 

 

0602 添付書類等 

支給申請書を提出する事業主は、支給・不支給の決定に係る審査に管轄労働局長が必要と認める書

類等を管轄労働局の求めに応じ提出又は提示しなければならない。 

ただし、イ(ｲ)の書類に関して、支給申請時点において、賃金支払日が到達していない支給対象期

における労働に対する賃金がある場合には、賃金支払日が到達しているものであって、支払が完了し

た賃金のみが記載された賃金台帳（又はその写し）を、支給申請時に提出又は提示して差し支えない

こととする。 

この場合において、不足分の賃金台帳（又はその写し）は、賃金支払日が到達し、実際に支払いが

完了した後、速やかに提出又は提示することができることとする。 

また、イ(ﾁ)の書類については、当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも

前に高奨金の支給決定の対象となったもののうち、確認日Ａが基準期間内にあるものが５人未満であ

ることがシステム等により確認できる場合は、提出を不要とすることができることとする。 

イ 必須の添付書類 

(ｲ) 対象労働者の労働時間及び対象労働者に対して支払われた労働に対する賃金が手当ごとに区分

された賃金台帳又はその写し 

(ﾛ) 雇入れ日の属する月及び支給対象期における対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた
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出勤簿等又はその写し 

(ﾊ) 次表に掲げる雇入れ日において対象労働者であることを証明する書類 

(ﾆ) 雇用契約書又は雇入れ通知書（船員法第３２条の規定により船員に対して明示しなければなら

ない書面を含む。）の写し 

(ﾎ) 「対象労働者雇用状況等申立書（様式第５号困）」（以下「申立書」という。） 

(ﾍ) （有料・無料職業紹介事業者等の紹介により対象労働者を雇い入れた事業主の場合）有料・無

料職業紹介事業者等の発行した職業紹介証明書 

(ﾄ) 支給要件確認申立書（共通要領様式第１号） 

(ﾁ) 「特定求職者雇用開発助成金（高年齢者雇用開発特別奨励金）離職割合要件確認書（様式第８

号）」 

ロ 必要に応じて支給申請書に添付する書類 

(ｲ) 事業所を離職した常用労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等

の書類又はその写し 

(ﾛ) 就業規則、賃金規定等 

(ﾊ) 最低賃金法第７条の最低賃金の減額の特例の許可を受けたことを示す書類 

(ﾆ) 中小企業事業主であるか否かを確認するための書類 

例えば、登記事項証明書、資本金、労働者数等を記載した資料、事業内容を記載した書類等 

(ﾎ) 「特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助成金）離職割合除外申立書①（雇入

れ１年後）（様式第７号１）」、「特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助成金）

離職割合除外申立書②（助成期間１年後）（様式第７号２）」、「特定求職者雇用開発助成金（被

災者雇用開発助成金）離職割合除外申立書（様式第９号）」、「特定求職者雇用開発助成金離職

割合除外申立書（就労継続支援Ａ型事業）（様式第１０号）」 

(ﾍ) 総勘定元帳 

(ﾄ) その他管轄労働局長が必要と認める書類 

 

①６０歳以上の者 

 

住民基本台帳により作成された官公署の発行する書類であって対象労働者の氏名及

び年齢が確認できるもの。（住民票の写し、運転免許証の写し 等） 

②身体障害者 

 

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号。以下同じ。）第１５条第４項の規定

に基づき交付を受けた身体障害者手帳（写）であって対象労働者の氏名、年齢及び障害

の程度が確認できるもの 

なお、身体障害者手帳を所持しない者は、当分の間、次のイ及びロによる医師の診断

書・意見書（写）であって対象労働者の氏名、年齢及び障害の程度が確認できるもの 

イ 身体障害者福祉法第１５条の規定により都道府県知事の定める医師（以下「指定医

」という。）又は労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号。以下同じ。）第１３条

に規定する産業医による障害者雇用促進法別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書

・意見書（ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免

疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害については、当分の間、指定医によるものに

限る。）を受けること 

ロ イの診断書は、障害の種類及び程度並びに障害者雇用促進法別表に掲げる障害に該

当する旨を記載したものとすること  
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③重度身体障害者 

 

身体障害者手帳（写）であって、対象労働者の氏名、年齢及び障害の程度が確認でき

るもの。なお、身体障害者手帳を所持しない者は「②身体障害者」と同様に取り扱う。 

④知的障害者 

 

児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障

害者職業センターの判定書（対象労働者の知能指数及び身辺処理能力に関する意見を記

入したものをいう。）（写）又は所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号。以下同じ

。）第３１条の２第１７号に規定する療育手帳（写）（以下同じ。）であって対象労働

者の氏名、年齢及び障害の程度が確認できるもの 

⑤重度知的障害者 

 

児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障

害者職業センターの判定書（対象労働者の知能指数及び身辺処理能力に関する意見を記

入したものをいう。）（写）又は療育手帳（写）であって、対象労働者の氏名、年齢及

び障害の程度が確認できるもの 

⑥精神障害者 

 

精神保健福祉法第４５条第２項の規定に基づき、交付を受けた精神障害者保健福祉手

帳（写）又は主治医の意見書であって対象労働者の氏名が確認できるもの 

⑦母子家庭の母等 

 

以下のいずれかに該当する書類その他の対象労働者の氏名及び母子家庭の母等である

ことが確認できるもの。 

・国民年金法（昭和３４年法律第１４１号。以下同じ。）に基づき、遺族基礎年金の給

付を受けている者が所持する国民年金証書（写） 

・児童扶養手当法に基づき児童扶養手当の支給を受けていることを証する書類（写） 

・母子父子寡婦福祉法に基づき、母子福祉資金貸付金の貸付を受けている者が所持する

貸付決定通知書（写） 

・日本国有鉄道改革法（昭和６１年法律第８７号。以下同じ。）第６条第２項に規定す

る旅客鉄道株式会社の通勤定期乗車券の特別割引制度に基づき市区町村長又は社会福

祉事務所長が発行する特定者資格証明書（写） 

・市区町村長、社会福祉事務所（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下同じ。）

第3章に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。）長、民生委員等が母子家庭

の母等であることを証明する書類（写） 

⑧父子家庭の父 

 

以下のいずれかに該当する書類その他の対象労働者の氏名及び父子家庭の父である

ことが確認できるもの 

・児童扶養手当法に基づき、児童扶養手当の支給を受けていることを証する書類（写） 

・日本国有鉄道改革法第６条第２項に規定する旅客鉄道株式会社の通勤定期乗車券の特

別割引制度に基づき、市区町村長又は社会福祉事務所長が発行する特定者資格証明書

（写） 

・市区町村長、社会福祉事務所長が児童扶養手当の支給を受けている父子家庭の父であ

ることを証明する書類（写） 

⑨中国残留邦人等永住

帰国者 

 

以下のいずれかに該当する書類であって対象労働者の氏名及び本邦に永住帰国した日

が確認できるもの 

・厚生労働大臣による中国残留邦人等支援法第７条に規定する自立支度金の支給決定通

知書（写） 

・厚生労働省社会・援護局長による永住帰国者証明書（写） 
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・各都道府県援護主管課（部）長による中国残留邦人等永住帰国者に準ずる者であるこ

との証明書（写） 

⑩北朝鮮帰国被害者等 

 

以下のいずれかに該当する書類であって対象労働者の氏名及び本邦に永住する意思を

決定した日が確認できるもの 

・内閣総理大臣による北朝鮮拉致被害者等支援法第５条第１項に規定する拉致被害者等

給付金の支給決定通知書（写） 

・内閣総理大臣による北朝鮮拉致被害者等支援法第５条第２項に規定する滞在援助金の

支給決定通知書（写） 

⑪駐留軍関係離職者 駐留軍関係離職者等臨時措置法第６条第１項に規定する就職指導票（写）であって対

象労働者の氏名及び年齢が確認できるもの 

⑫沖縄失業者求職手帳

所持者 

沖縄失業者求職手帳（写）であって対象労働者の氏名及び年齢が確認できるもの 

⑬漁業離職者求職手帳

所持者 

漁臨法漁業離職者求職手帳（写）であって、対象労働者の氏名及び年齢が確認できるも

の 

⑭手帳所持者である漁

業離職者等 

省令漁業離職者求職手帳（写）であって、対象労働者の氏名及び年齢が確認できるもの 

⑮一般旅客定期航路事

業等離職者求職手帳

所持者 

一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳（写）であって、対象労働者の氏名及び年齢

が確認できるもの 

 

⑯港湾運送事業離職者 港湾運送事業離職者求職手帳（写）であって、対象労働者の氏名及び年齢が確認でき

るもの 
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0700 支給要件の確認 

0701 概要 

支給申請書の提出を受けた管轄労働局においては、システムで支給申請書を受理し、特に、次の点

に留意して支給要件の判定を行い、その結果をシステムに入力する。 

支給要件の判定においては、支給申請書記載事項の確認、対象事業主に該当するか否か及び不支給

要件に該当するか否かの判定並びに中小企業事業主に該当するか否か等の支給額の算定に係る事項の

確認を行う。 

支給要件を満たすものと判断されたものについて、さらに特困金を支給することが適切な事業主で

あるか否かを審査した上で、支給又は不支給の決定を行う。また、支給要件を満たさないものと判定

されたものについては、これに基づいて不支給決定を行う。 

 

0702 対象事業主に該当することの確認 

イ 対象労働者であることの確認（0201イ、0202関係） 

支給申請書と併せて提出又は提示された対象労働者であることを証明する書類（0602参照）に

より確認する。この確認は第１期支給申請書を受理した時点で行う。 

ただし、第１期支給申請書を受理した時点で不明な点がある場合には、必要な書類の提出若し

くは提示を求め、又は必要な調査を行うこと。 

ロ 安定所等の紹介による雇入れであることの確認（0201イ、0400a、0400c関係） 

システムの支給要件判定照会処理により確認する。 

ハ 一般被保険者として雇い入れられたことの確認（0201イ関係） 

システムの支給要件判定照会処理により確認する。 

ニ 対象労働者の雇用継続の確認（0201イ関係） 

事業主が対象労働者を一般被保険者又は雇保法第３７条の２第１項に規定する高年齢継続被保

険者として継続雇用することが確実であるか否かについて、雇用契約書又は雇入れ通知書の写し

及び事業主からの申立書の記載内容により確認する。その際、事業主の属する業種、過去におけ

る雇用の実績、対象労働者の従事している職務の内容等に留意する。 

そして、必要に応じて事業主からの事情聴取、実地調査等を行う。この場合において、当該事

業主の過去における雇用の実績等から判断して対象労働者の雇用継続の確実性について問題があ

ると認められるときは、特に慎重な審査を行うものとする。 

また、トライアル雇用労働者が継続雇用に移行した場合、移行後の労働条件等により確認を行

うものとする。 

ホ 労働者を解雇等していないことの確認（0201ロ関係） 

基準期間に、被保険者を解雇等しなかったことをシステムの支給要件判定照会により確認する。 

解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事

業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保

険者の資格喪失確認の際に喪失原因「３」と判断されるものである。 

ヘ 特定受給資格者となる理由による離職が一定以上でないことの確認（0201ハ関係） 

基準期間において、当該雇入れに係る事業所の被保険者を、当該雇入れ日における当該事業所

の被保険者数の６％に相当する数を超えて、特定受給資格者と判断される離職理由により離職さ
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せている事業主に該当しないことをシステムの支給要件判定照会により確認する。 

この場合、雇用保険データでは、算定の対象となる特定受給資格者とは、離職日が判定の対象

となる期間にあり、かつ、当該期間に離職区分が１Ａ又は３Ａであるものとして受給資格決定処

理がなされている者である。 

ト 対象労働者の雇入れ日よりも前に支給決定の対象となった者の離職割合の確認（0201ニ、0201

ホ、0201へ、0201ト関係） 

(ｲ)原則 

a 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に特困金の支給決定の対

象となった者のうち、確認日Ａが基準期間内にある者が５人以上いる場合であって、それらの

者が、確認日Ａの時点で離職している割合が５０％を超えていない事業主であることを、シス

テムの支給要件判定照会処理により確認する。 

b 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に特困金の支給決定の対

象となった者のうち、確認日Ｂが基準期間内にある者が５人以上いる場合であって、それらの

者が、確認日Ｂの時点で離職している割合が５０％を超えていない事業主であることを、シス

テムの支給要件判定照会処理により確認する。 

c 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に高奨金の支給決定の対

象となった者のうち、確認日Ａが基準期間内にある者が５人以上いる場合であって、それらの

者が、確認日Ａの時点で離職した割合が５０％を超えていない事業主であることを、支給申請

書と併せて提出される「特定求職者雇用開発助成金（高年齢者雇用開発特別奨励金）離職割合

要件確認書（様式第８号）」又はシステムの支給要件判定照会処理により確認する。 

d 当該雇入れに係る事業所において、対象労働者の雇入れ日よりも前に被開金の支給決定の対

象となった者のうち、確認日Ａが基準期間内にある者が５人以上いる場合であって、それらの

者が、確認日Ａの時点で離職している割合が５０％を超えていない事業主であることを、シス

テムの支給要件判定照会処理により確認する。 

(ﾛ)特別の理由による離職者の除外 

(ｲ)の確認の結果、(ｲ)ａ、ｂ及びｄのいずれかにおいて離職割合が５０％を超えていること

を確認した場合には、特別の理由による離職者（0201ニ(ｲ)から(ﾊ)に掲げる理由により離職し

た者）を、離職割合算出における離職者から除外した上で、再確認を行うものとする。 

0201ニ(ｲ)に該当する者の確認は、「特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助

成金）離職割合除外申立書①（雇入れ１年後）（様式第７号１）」、「特定求職者雇用開発助

成金（特定就職困難者雇用開発助成金）離職割合除外申立書②（助成期間１年後）（様式第７

号２）」、「特定求職者雇用開発助成金（被災者雇用開発助成金）離職割合除外申立書（様式

第９号）」のいずれかにおいて確認する。 

0201ニ(ﾛ)に該当する者の確認は、雇用保険データ又はシステムの支給要件判定照会処理にお

いて確認する。 

0201ニ(ﾊ)に該当する者の確認は、「特定求職者雇用開発助成金離職割合除外申立書（就労継

続支援Ａ型事業）（様式第１０号）」によって確認する。 

また、必要に応じて、事業所に対する事情聴取や、当該事業主における雇用保険の資格喪失

に関する関係書類等により確認を行うこととするが、事業主より、予め、特別の理由による離

職に該当する者がいない旨の確認が取れている場合については、改めてこれらの確認を行う必

要はない。 
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チ 対象労働者を雇い入れた事業所において必要書類を整備、保管していることの確認（0201チ

関係） 

支給申請書を受理する際に行い、事業主に対して必要な指導を行う。 

 

0703 不支給要件に該当しないことの確認 

イ 安定所等の紹介以前に雇用の内定がなかったことの確認（0205イ関係） 

申立書により事業主から当該雇用の内定がなかったことについて申立を行わせるとともに、安

定所又は運輸局の関係部門への確認を行う。 

その上、必要に応じて管轄労働局及び安定所又は運輸局の関係部門間との連携により、求人申

込日、求職申込日、紹介日及び採用決定日がそれぞれ近接していないかを確認すること。また、

必要な場合には、対象労働者からの事情聴取等も併せて行うこと。 

ロ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して３年前の日から、当該雇入れ日の前日までの間のい

ずれかの日に、以下のいずれかに該当する対象労働者を当該雇入れに係る事業所が雇い入れる場

合でないことの確認（0205ハ関係） 

(ｲ) 当該雇入れに係る事業所と雇用、請負、委任の関係にあった対象労働者、又は出向、派遣、

請負、委任の関係により当該雇入れに係る事業所において就労したことがある対象労働者 

(ﾛ) 当該雇入れに係る事業所において、通算して３か月を超えて訓練・実習等を受講等したこと

がある対象労働者 

ハ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して１年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいず

れかの日に、当該対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、委

任の関係により当該対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、当該対象労働者

が通算して３か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、以下のい

ずれかに該当する等、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主が雇い

入れる場合でないことの確認（0205ニ関係） 

(ｲ) 雇入れ日において、他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会

社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であること。 

(ﾛ) 取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であること、又は取締役を兼務している

ものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること。 

この確認については、事業主の提出した申立書の記載及びシステムの支給要件判定照会によ

り、これに該当しないことを確認する。 

その上、必要に応じて出勤簿等、労働者名簿等の書類、総勘定元帳等の管轄労働局長が必要と

認める書類又は事業主からの事情聴取により確認すること。また、必要な場合には、対象労働者

からの事情聴取等も併せて行うこと。 

   ニ 対象労働者が雇入れに係る事業所の事業主又は取締役の３親等以内の親族でないことの確認

（0205ホ関係） 

     申立書により該当の有無の確認を行うこととし、関係性が疑わしい場合には、必要に応じ、対

象労働者からの事情聴取等も行うこと。 

ホ 支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日を超えて支払っていない事業

主でないことの確認（0205ト関係） 

(ｲ）原則 

支給申請時に併せて提出又は提示される賃金台帳等（又はその写しを含む。）により、支給
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申請時点において対象労働者の労働に対する賃金が支払期日までに支払われていることを確認

することとし、0602但書に該当する場合は不足書類の提出時点においても同様に確認を行うこ

と。 

(ﾛ）労働に対する賃金が支払期日までに支払われていない場合 

労働に対する賃金が支払期日までに支払われていない場合には、支給要件判定を保留し当該

賃金の支払いを行うよう事業主を指導し、支給対象期における賃金の最終の支払期日から１か

月以内に支払われない場合には不支給要件に該当するものとする。 

ヘ 安定所等の紹介時点と異なる条件で雇入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利

益又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申出があっ

たものでないことの確認（0205チ関係） 

対象労働者から求人条件と異なる条件で雇用されている旨の申出があった場合に必要な調査を

行うこととし、支給申請書の対象労働者の署名・押印欄から判断し必要なものについて、申出内

容を聴取する。申出内容の聴取に当たっては、具体的な労働条件を聴取し、これに係る客観的な

証拠の提示を求める。 

労働条件の不利益又は違法行為があったことの認定に当たっては、賃金額、労働時間又は休日

に関して、雇入れ前に事業主より示された求人条件と雇入れ後の労働条件が著しく異なっている

こと、雇入れ後の労働条件が労働関係法令に違反するものであること等を確認する。 

ト 高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、当該確保措置を講ずべきことの勧告を受け

ていないことの確認（0205リ関係） 

支給申請を行った事業主について、当該申請のあった日までに高年齢者雇用安定法に基づき、

「高年齢者雇用確保措置の実施に関する勧告書」が発出されていないか確認する。なお、当該勧

告書が発出されていた場合であって、当該事業所において適切な確保措置が講じられた場合、そ

の後における支給申請については不支給要件に該当しない。勧告の有無等について疑義がある場

合には、必要に応じて他都道府県労働局の関係部門への確認を行う。 

 

0704 支給額の算定に係る事項等の確認 

イ 中小企業事業主であるかどうかの確認（0301ロ関係） 

第１期支給申請書の「申請事業主」に記載された事項から、事業主が中小企業事業主であるか

否か確認することとし、必要に応じ、事業主の各事業所の所在地、対象労働者を雇い入れた日に

おける資本の額又は出資の総額及び常時雇用する労働者の数に関する資料、事業内容を示すパン

フレット等の提出を求めるものとする。 

なお、資本金等の額及び常時雇用する労働者の数については、「第１ 共通要領」0502により確

認することとする。 

ロ 対象労働者の区分の確認（0301ロ関係、0303イ関係、0303ロ関係） 

雇用契約書（又はその写し）又は雇入れ通知書（又はその写し）により、１週間の所定労働時

間を確認し、対象労働者の区分が短時間労働者となっていないか等を確認する。この際、雇入れ

時点の労働条件から、１週間の所定労働時間が変更されている可能性がある場合には、事業主に

雇用契約が変更されているか否かを確認するため、必要に応じ事業主に関係書類を提出させ、１

週間の所定労働時間を確認する。 

この確認により、支給対象期の途中で対象労働者の区分が変更されていることを確認した場合

は、0303イの適用により支給額を算定するものとする。 
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また、支給対象期の途中で対象労働者が一般被保険者でなくなっていることを確認した場合に

は、0303ロの適用により支給額を算定するものとする。 

ハ 対象労働者の労働時間の確認（0301ロ関係、0301ハ関係） 

上記ロにより、支給対象期において対象労働者の区分が変更されていないこと及び被保険者で

あることを確認した後、雇用契約書（又はその写し）又は雇入れ通知書（又はその写し）、賃金

台帳（又はその写し）及び出勤簿等（又はその写し）などの書類から、支給対象期における対象

労働者の実労働時間の合計を把握する。その後、0301イの規定により支給額を算定する。 

ニ 対象労働者の労働に対する賃金の確認（0301ロ関係） 

（ｲ）原則 

支給額の算定にあたっては、支給対象期における労働に対する賃金が、0301ロの（表-2）に該

当する支給額を上回っているか、支給申請時に提出のあった賃金台帳（又はその写し）及び出勤

簿等（又はその写し）の書類により確認する。 

（ﾛ）労働に対する賃金が0301ロに定める支給額を下回っている場合の取扱い 

労働に対する賃金が0301ロの（表-2）に定める支給額を下回っている場合には、0301ロ但書の

規定により、事業主が支払った支給対象期の労働に対する賃金の額を上限額として支給する。 

なお、労働に対する賃金が0301ロに定める支給額を下回っている場合であって、0602但書の規

定により、後日提出された賃金台帳等(又はその写し)がある場合は、当該賃金台帳等に記載され

た賃金の額を加算の上、労働に対する賃金の総額を算出して支給額と比較する。 

ホ 対象労働者が最低賃金の減額の特例に係る者であるか等の確認(0301ニ関係) 

     該当の有無を申立書により確認するとともに、労働に対する賃金の額が低い者については、必

要に応じて当該許可を受けた旨を示す書類を提出させて確認する。 

なお、賃金の額の確認については、上記ニと同様に、支給対象期における労働に対する賃金に

より支給額を算定することとなる。 

ヘ 対象労働者の雇用状態の確認（0204ロ関係） 

対象労働者の雇用実績並びに0204（表-1）に定める助成対象期間が経過する日前に、当該対象

労働者が雇用されなくなった場合における離職日及びその理由については、支給申請書の記載事

項又は申立書の記載により確認する。ただし、確認が困難なときは、必要な書類の提出又は提示

を求めるとともに事業主から事情聴取を行い、又は必要な調査を行う。 

 

0705 システムへの入力 

0702、0703及び0704により支給要件の判定を行った後、これらの項目ごとに判定の結果をシステム

に入力する。 
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0800 支給決定 

0801 概要 

管轄労働局長は、支給要件を満たすものと判定された事業主について、特困金を支給することが適

切であるか否かを判断して支給決定を行う。 

当該決定に当たり、0300により支給額の算定を行う。 

 

0802 支給額の算定 

所要事項が記載された支給申請書をシステムに入力することにより支給額の算定を行う。 

 

0803 支給決定に係る事務処理 

管轄労働局長は、支給申請書の記載欄に所要事項を記入し、特困金の支給又は不支給を決定したと

きは、システムで支給・不支給決定処理をした後、事業主に対し、当該処理後に出力される特定求職

者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助成金）第１期支給決定通知書、第２期支給決定通知書、

第３期支給決定通知書、第４期支給決定通知書、第５期支給決定通知書又は第６期決定通知書のいず

れかにより通知するものとする（不支給の決定処理をした場合は、それぞれ支給決定通知書を不支給

決定通知書と読み替えるものとする）。 

 

0804 特困金の経理 

特困金の経理については、次のイ又はロに掲げる対象労働者の区分に応じて、それぞれイ又はロに

定める経理要領によるものとする。 

イ 就職促進手当等支給対象者 

国が支給する職業転換給付金等経理要領（昭和５６年６月８日付け職発第３２０号） 

ロ 就職促進手当等支給対象者以外の者 

雇用安定等給付金経理要領（平成１５年２月１４日付け職発第０２１４００２号） 
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0900 返還 

0901 返還 

「第１ 共通要領」の0801イ(ﾊ)の「第２ 各助成金別要領」により助成金ごとに定める場合及び額は、

次のとおりとする。 

最終の支給対象期が経過する前に対象労働者を雇用しなくなった場合（次のイからホまでのいずれ

かに該当する場合を除く。）には、支給した特困金を返還させる。 

イ 対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇 

ロ 対象労働者の都合による退職 

ハ 対象労働者の死亡（事業主の責めに帰すべき理由による場合を除く。） 

ニ 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇 

ホ 雇用契約期間が２年以上（ただし0204イ(ﾊ)の者にあっては３年以上）継続した場合で、契約期

間の満了による離職（当該離職日において、対象労働者の年齢が６５歳以上に達している場合に

限る。） 
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1000 確認請求 

1001 離職割合要件の確認に係る事業主からの照会手続 

事業主から、0201ニ、ホ、へ及びトの離職割合の算定対象となっている者について、照会があった

場合には、次の手続きにより、対応するものとする。 

イ 照会を行う事業主は、「特定求職者雇用開発助成金照会結果（離職率算定対象となる対象者一覧

表）交付申請書（様式第１１号）」を、管轄労働局に提出する。 

ロ イの交付申請書を受理した管轄労働局においては、以下のいずれかの方法による確認をした上で、

助成金支給番号又は事業所番号及び雇入れ年月日に基づき、当該事業所に係る「特定求職者雇用開

発助成金照会結果（離職率算定対象となる対象者一覧表：交付用）」を出力し、当該事業主に交付

する。 

ただし、提出された交付申請書の記載内容等からみて、当該交付申請書が真正なものであること

について不審な点がある場合についてのみ確認を行えば足りるものとする。 

(ｲ) 当該交付申請書に押印された事業主（代理人）印と、雇用保険事業所設置届に押印された事業主

（代理人）印影の照合 

(ﾛ)  交付申請書と併せて、登記事項証明書又は事業所の実在を確認することが出来る客観的な資料

（事業許可証、工事契約書、不動産契約書、源泉徴収票、社会保険適用関係書類等、事業主が一方

的に作成した書類でないもの）を提出させ、交付申請書の記載内容と相違ないことの確認 
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1100 雑則 

1101 財源区分 

安定所の紹介により対象労働者を雇い入れた事業主に対して支給する特困金の財源は、次のイ又は

ロに掲げる対象労働者の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める会計が負担する。また、運輸局又

は有料・無料職業紹介事業者等の紹介に係る特困金の財源は、労働保険特別会計雇用勘定が負担する。 

イ 就職促進手当等支給対象者 

一般会計 

ロ 就職促進手当等支給対象者以外の者 

労働保険特別会計雇用勘定 

この場合において「就職促進手当等支給対象者」とは、次の表の左欄に掲げる者であって、当該左

欄の区分に応じてそれぞれ右欄に定める期間内にあるものとする。 

ただし、雇保法第１５条第１項に規定する受給資格者、同法第３９条第２項に規定する特例受給資

格者、同法第５６条の３第１項第２号に規定する日雇受給資格者については、それぞれの受給資格を

有する期間は、当該右欄に定める期間から除くものとする。 

 

① 就職促進手当又は訓練手当の支給を受

け又は受けることができる以下の者 

・６０歳以上の者 

・身体障害者 

・知的障害者 

・精神障害者 

・母子家庭の母等 

・父子家庭の父 

・中国残留邦人等永住帰国者 

・北朝鮮帰国被害者等 

・その他の就職困難者 

〇 中高年齢失業者等求職手帳（高年齢者雇用安定法第２

０条に規定する中高年齢失業者等求職手帳をいう。以下

同じ。）の有効期間 

〇 公共職業訓練（職業能力開発促進法（昭和４４年法律

第６４号）第２０条に規定する公共職業訓練をいう。以

下同じ。）の受講指示日から指示された公共職業訓練が

開始される日の前日までの期間又は安定所長の指示によ

り公共職業訓練若しくは職場適応訓練を受けるものとさ

れている期間 

② 駐留軍関係離職者 

 

〇 駐留軍関係離職者等臨時措置法第１０条の２第１項又

は第２項の規定による認定を受けた日から当該認定が効

力を失うまでの期間 

③ 沖縄失業者求職手帳所持者 〇 沖縄失業者求職手帳の有効期間 

④ 漁業離職者求職手帳所持者 

 

〇 漁臨法第２条第２項の離職の日の翌日から起算して２

年に当該離職した者に係る雇用保険法第２２条第１項に

規定する所定給付日数（同法第２４条から第２７条まで

の規定による当該所定給付日数を超える雇用保険法第１

０条第２項第１号の基本手当（以下｢基本手当｣という。）

の支給（以下この④において「延長給付」という。）が

行われた場合にあっては、当該所定給付日数に当該延長

給付の日数を加えた日数）を加えた期間 

〇 公共職業訓練の受講を指示された日から指示された公
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共職業訓練が開始される日の前日までの期間 

〇 安定所長の指示により公共職業訓練若しくは職場適応

訓練を受けるものとされている期間 

⑤ 手帳所持者である漁業離職者等 〇 省令漁業離職者求職手帳の有効期間 

⑥ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手

帳所持者 

 

〇 本四連絡橋特別措置法第２条第６号の離職の日の翌日

から起算して２年に当該離職した者に係る雇保法第２２

条第１項に規定する所定給付日数（同法第２４条から第

２７条までの規定による当該所定給付日数を超える雇用

保険法第１０条第２項第１号の基本手当（以下「基本手

当」という。）の支給（以下この⑥において「延長給付」

という。）が行われた場合にあっては、当該所定給付日

数に当該延長給付の日数を加えた日数）を加えた期間 

〇 公共職業訓練の受講を指示された日から指示された公

共職業訓練が開始される日までの期間 

〇 安定所長の指示により公共職業訓練若しくは職場適応

訓練を受けるものとされている期間 

⑦ 港湾運送事業離職者 

 

〇 雇対則第１条の４第１項第６号の離職の日の翌日から

起算して２年に当該離職した者に係る雇保法第２２条第

１項に規定する所定給付日数（同第２４条から第２７条

までの規定による当該所定給付日数を超える基本手当の

支給（以下この⑦において「延長給付」という。）が行

われた場合にあっては、当該所定給付日数に当該延長給

付日数を加えた日数）を加えた期間 

〇 公共職業訓練の受講を指示された日から指示された公

共職業訓練が開始されるまでの期間 

〇 安定所長の指示により公共職業訓練若しくは職場適応

訓練を受けるものとされている期間 
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1200 委任 

1201 安定所長への業務の委任 

当分の間、紹介地管轄労働局長は、0400a及び0400cに係る業務の全部又は一部を、管轄労働局長は、

0500、0600、0700及び1000に係る業務の全部又は一部を、その指揮監督する安定所長に行わせること

ができることとする。 
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1300 附則 

1301 施行期日 

イ 平成２６年３月３１日付け職発０３３１第１３号、能発０３３１第５号、雇児発０３３１第９号

「雇用安定事業の実施等について」による改正は、平成２６年４月１日から施行する。 

ロ 平成２６年９月１２日付け職発０９１２第２号、能発０９１２第１号「雇用安定事業の実施等に

ついて」による改正は、平成２６年１０月１日から施行する。 

ハ 平成２６年１２月１９日付け職発１２１９第３号「雇用安定事業の実施等について」による改正

は、平成２７年１月１日から施行する。 

ニ 平成２７年３月３１日付け職発０３３１第２号、能発０３３１第１２号、雇児発０３３１第１号

「雇用安定事業の実施等について」による改正は、平成２７年４月１日より施行する。 

ホ 平成２７年４月２７日付け職発０４２７第１７号「雇用安定事業の実施等について」による改正

は、平成２７年５月１日から施行する。 

へ 平成２７年８月２７日付け職発０８２７第５号「雇用安定事業の実施等について」による改正は、

平成２７年１０月１日から施行する。 

ト 平成２８年２月１０日付け職発０２１０第３号、能発０２１０第１号「雇用安定事業の実施等に

ついて」による改正は、平成２８年２月１０日から施行する。 

チ 平成２８年４月１日付け職発０４０１第４０号、能発０４０１第１０号、雇児発０４０１第１１

号「雇用安定事業の実施等について」による改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

リ 平成２８年８月１９日付け職発０８１９第９号、「雇用安定事業の実施等について」による改正

は、平成２８年８月２０日から施行する。 

ヌ 平成２８年１２月５付け職発１２０５第２号「雇用安定事業の実施等について」による改正は、

同日から施行する。 

 

1302 経過措置 

イ 雇用関係助成金支給要領の施行の日より前に雇い入れられた対象労働者に係る特困金の支給につ

いては、なお従前の例による。 

ロ 平成２６年４月１日より前に雇い入れられた対象労働者に係る特困金の支給については、なお従

前の例による。 

  ハ 平成２６年１０月１日より前に雇い入れられた対象労働者に係る特困金の支給については、なお

従前の例による。 

ニ 平成２７年１月１日より前に雇い入れられた対象労働者に係る特困金の支給については、なお従

前の例による。 

ホ 平成２７年４月１日より前に雇い入れられた対象労働者に係る特困金の支給については、なお従

前の例による。 

ヘ 平成２７年５月１日より前に雇い入れられた対象労働者に係る特困金の支給（平成２７年５月１

日以後に初回の支給申請書が提出された対象労働者に係る実労働時間の最低基準、支給対象期にお

ける労働に対する賃金（0301イ、0301ハ、0301ニ、0302イ（ただし書きを除く）、0303、0602、0704）

を除く）については、なお従前の例による。 

ト 平成２７年１０月１日より前に雇い入れられた対象労働者に係る特困金の支給については、なお
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従前の例による。 

チ 平成２８年４月１日より前に雇い入れられた対象労働者に係る特困金の支給については、なお従

前の例による。 

 

【参考】様式一覧 

(a) 特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇入登録票（様式第１号） 

(b) 特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇入登録届（様式第２号） 

(c) 特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金・被

災者雇用開発助成金）第１期支給申請書（様式第３号） 

(d) 特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金・被

災者雇用開発助成金）第２･３･４･５･６期支給申請書（様式第４号） 

(e) 対象労働者雇用状況等申立書（様式第５号困） 

(f) 特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助成金）離職割合除外申立書①（雇入れ１

年後）（様式第７号１） 

(g) 特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助成金）離職割合除外申立書②（助成期間

１年後）（様式第７号２） 

(h) 特定求職者雇用開発助成金（高年齢者雇用開発特別奨励金）離職割合要件確認書（様式第８号） 

(i) 特定求職者雇用開発助成金（被災者雇用開発助成金）離職割合除外申立書（様式第９号） 

(j) 特定求職者雇用開発助成金離職割合除外申立書（就労継続支援Ａ型事業）（様式第１０号） 

(k) 特定求職者雇用開発助成金照会結果（離職率算定対象となる対象者一覧表）交付申請書（様式第

１１号） 

 




